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平成２７年度 ＰＴＡ臨時総会次第 

 

平成２８年２月９日（火） 

 

１ 開会のことば 

 

２ ＰＴＡ会長あいさつ 

 

３ 学校長あいさつ 

 

４ 議長選出 

 

５ 議事 

⑴ 第１号議案 ＰＴＡ会費の額の変更及び会則の一部改正（案）に関

する件 

 

⑵ その他 

 

６ 閉会のことば 
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第１号議案 

宇都宮市立古里中学校ＰＴＡ会則の一部改正（案） 

現     行 改  正  案 

 

第３条 本会は、保護者と教職員が協力して家庭、

学校、地域、社会内における生徒の   心身  と

ともに、会員相互の教養を高めることを目的とす

る。 

（略） 

第５条 （前段略）ただし、当分の間各部の活動は

休止するが、夏季休業中の親子奉仕作業、年間の

防犯パトロール活動には全会員参加するものとす

る。 

第６条 各自治会に支部をおき、支部長は支部にお

いて選出し、             学校と 
の連携を図る。 
 

（略） 
第８条 役員の選出は次の方法による。 

（略） 

⑶ 支部長は支部において選出する。 

⑷ （略） 

⑸ （略） 

⑹ （略） 

（略） 
第１２条 会議は、総会、執行部会、役員会、部会、

学年委員会、推薦委員会、及び特別委員会とする。 

 

（略） 

４ 役員会は、総会に次ぐ決議機関で、正副会長、

正副部長、正副学年委員長、書記、会計   を

もって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

 
（略） 

第１４条 会費は、正会員年額２，４００円（退会

者には返還しない。年度途中の入会者には、その

時点より月割とする。）とし、４月・７月に納入す

る。賛助会員は、年額１，０００円とし、各支部

より納入する。 

（略） 

第１６条 この会則に定めるもののほか、必要な事

項は役員会に諮り、別に定めるものとする。 

 

第３条 本会は、保護者と教職員が協力して家庭、

学校、地域、社会内における生徒の健全な心身の

育成とともに、会員相互の教養を高めることを目

的とする。 
（略） 

第５条 （前段略）ただし、当分の間各部の活動は

休止するが、総会において決定した事業について

は、原則、全会員参加するものとする。 

 
第６条 各自治会に支部をおき、各支部において支

部長を選出し、また、各部活動に保護者会をおき、

各保護者会において保護者会長を選出し、学校と

の連携を図る。 
（略） 

第８条 役員の選出は次の方法による。 
（略） 

（削除） 

⑶ （略） 

⑷ （略） 

⑸ （略） 

（略） 

第１２条 会議は、総会、執行部会、運営委員会、

部会、学年委員会、推薦委員会及び特別委員会と

する。 

（略） 

４ 運営委員会は、総会に次ぐ決議機関で、正副会

長、正副部長、正副学年委員長、書記、会計及び

保護者会長をもって構成し、必要に応じて会長が

招集する。 

（略） 
第１４条 会費は、正会員年額６，０００円（退会

者には、月単位で払い戻しをする。年度途中の入

会者には、その時点より月割とする。）とし、５月・

１０月に納入する。賛助会員は、年額１，０００

円とし、各支部より納入する。 

（略） 

第１６条 この会則に定めるもののほか、必要な事

項は運営委員会に諮り、別に定めるものとする。 
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◎ 古里中学校ＰＴＡ会員数の推移 

（単位：人） 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

３６４ ３８６ ３７８ ３９０ ４１０ 

※ 近年は微増傾向であるが、小学校の児童数を見ても、今後急激に増加すること

はない。 

 

◎ 古里中学校ＰＴＡ会計の現状 

※ 平成２６年度における決算残高は７６，１４１円となっており、このままでは、

今後のＰＴＡ活動に支障をきたすことが十分に想定される。 

 

◎ 宇都宮市内の他中学校のＰＴＡ会費等の状況【１月当たりの納付額】 

※ 他校においては，教育環境の整備（進学を含む。）や部活動に対する支援が充

実している。 

 

◎ その他社会情勢の変化 

・ 消費税の値上げ 

   ５％（H9.4～） ⇒ ８％（H26.4～） ⇒ １０％（H29.4～）〔予定〕 

・ 宇都宮市との合併（H19.3～） 

   市ＰＴＡ連合会分担金の納付 ⇒ 約８３，０００円／年 

   市ＰＴＡ連合会の事業への参加 ⇒ ソフトボール大会・バレーボール大会 

                    各委員会研修等 

 ＰＴＡ会費 ｽﾎﾟｰﾂ文化後援会 慶弔費等 合計 

Ａ中学校 ４００円 ５００円 ０円 ９００円 

Ｂ中学校 ４００円 ４００円 ４１円 ８４１円 

Ｃ中学校 ４００円 ４００円 ９０円 ８９０円 

Ｄ中学校 ３００円 ７２０円 ３０円 １，０５０円 

Ｅ中学校 ４００円 ４００円 ２０円 ８２０円 

Ｆ中学校 ４００円 ４５０円 ４０円 ８９０円 

Ｇ中学校 ４５０円 ４５０円 ２０円 ９２０円 

Ｈ中学校 ４００円 ４００円 ０円 ８００円 

Ｉ中学校 ４５０円 ４００円 ４１円 ８９１円 

Ｊ中学校 ６００円 １００円 ４０円 ７４０円 

Ｋ中学校 ３５０円 ２５０円 １２０円 ７２０円 

Ｌ中学校 ４５０円 ４００円 ２０円 ８７０円 

Ｍ中学校 ３５０円 ４５０円 ５０円 ８５０円 

Ｎ中学校 ２５０円 ５５０円 ０円 ８００円 

Ｏ中学校 ４００円 ３００円 １００円 ８００円 

Ｐ中学校 ４００円 ５００円 １００円 １，０００円 

Ｑ中学校 ４００円 ２５０円 ３０８円 ９５８円 

Ｒ中学校 ２８０円 ２８０円 ２００円 ７６０円 

本校(現行) ２００円 ０円 ０円 ２００円 

本校(改正案) ５００円 ０円 ０円 ５００円 

第１号議案 参考資料 
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◎ 今後のＰＴＡ活動 

分  野 活動・支援内容 備 考 

⑴ 教育環境整備 ・親子奉仕作業（９月） 

・部活動に対する支援 

（上位大会への出場に対する補助金等） 

・教育的機能を高める物品等の整備 

 

 

⑵ 地域交流・文化・

厚生 

・地域協議会と連携した研修会等の開催 

・地域交流活動への参加協力、支援 

・バザーの開催 

 

 

⑶ 体育 ・市Ｐ連ソフトボール大会への参加 

・市Ｐ連バレーボール大会への参加 

・生徒との交流試合の開催 

‣ｿﾌﾄはH28が会

場校 

‣ｿﾌﾄ,ﾊﾞﾚｰは定

期的にﾕﾆﾎｰﾑ更

新が必要 

⑷ 防犯・交通安全 ・生徒のための交通安全、防犯活動等 

（生徒指導への協力） 

 

 

⑸ 広報（周知・啓発） ・ＰＴＡだよりの発行等 
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宇都宮市立古里中学校ＰＴＡ会則（改正後） 

第１章 名称及び事務所 

第１条 本会は栃木県宇都宮市立古里中学校ＰＴＡという。 
第２条 本会の事務所を古里中学校におく。 

第２章 目 的 

第３条 本会は、保護者と教職員が協力して家庭、学校、地域、社会内における生徒の健全な心

身の育成とともに、会員相互の教養を高めることを目的とする。 
第３章 会 員 

第４条 本会の会員は次のとおりとする。 
⑴ 生徒の保護者及び教職員（正会員） 
⑵ 本会の趣旨に賛同する者（賛助会員） 

第４章 事 業 

第５条 本会は第３条の目的を達成するために次の⑴から⑹の部をおき、正会員は第７条に定め

る役員である場合を除いていずれかの部に所属し、これに伴う活動を行うものとする。ただし、

当分の間各部の活動は休止するが、総会において決定した事業については、原則、全会員参加

するものとする。 
⑴ 施設部 （校舎、校具、教育的機能を高める設備等の教育環境整備） 
⑵ 厚生福祉部 （衛生、給食、職員の研修補助、会員の福祉増進） 
⑶ 文化学芸部 （会員研修に関する事業、展覧会、文化祭等への協力、補助） 
⑷ 体育部 （運動設備の整備、体育的行事への協力、会員レクの企画） 
⑸ 補導部 （生徒のための交通安全、防犯活動等） 
⑹ 広報部 （広報誌の発行、会員等への啓蒙啓発活動等） 

第６条 各自治会に支部をおき、各支部において支部長を選出し、また、各部活動に保護者会を

おき、各保護者会において保護者会長を選出し、学校との連携を図る。 
第５章 役 員 

第７条 本会に次の役員をおく。ただし、各部の活動休止中は各部長・副部長はおかないものと

する。 
会長１名、副会長４名、（Ｐ３名、副校長１名）、部長６名、副部長若干名、推薦委員、書記

２名（Ｐ１名、Ｔ１名）、会計２名（Ｐ１名、Ｔ１名）、監事２名、学年委員（正副委員長） 
第８条 役員の選出は次の方法による。 

⑴ 会長、副会長、監事は推薦委員会で選出し、総会の承認を得る。 

⑵ 各部の部長及び副部長は部員の互選により選出する。 

（削除） 

⑶ 書記、会計は会長が委嘱する。 

⑷ 推薦委員は、会長、副会長、各学年委員長をもって充て、委員の互選により委員長１名を

選出する。 

⑸ 学年委員は各学級２名とし、委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。 

第９条 役員の任期は１か年とする。ただし再任は妨げない。 

 

 

参考 
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第１０条 役員の任務は次のとおりとする。 

⑴ 会長は、本会を代表し会務を処理する。 

⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 

⑶ 部長は、部を代表し、部の活動運営にあたる。 

⑷ 副部長は、部長を補佐し、部長不在のときはこれを代理する。 

⑸ 推薦委員は推薦委員会において、次年度の会長、副会長、監事の推薦案を作成する。 

⑹ 書記は会議の記録及び通信事務を行う。 

⑺ 会計は会の会計を行う。 

⑻ 監事は会計監査を行う。 

⑼ 学年委員は学年の事業運営を行う。 

第１１条 本会に顧問をおくことができる。顧問は学校長及び前校長をあて、会長の求めに応じ

て、意見を述べることができる。 

第６章 会 議 

第１２条 会議は、総会、執行部会、運営委員会、部会、学年委員会、推薦委員会及び特別委員

会とする。 

２ 総会は毎年４月に通常総会を開き、役員改選、予算、決算、会則変更その他重要事項を審議

する。その他必要に応じて臨時総会を開くことができる。 

３ 執行部会は、必要に応じて会長が招集し、正副会長、書記、会計をもって構成し、運営全体

について、協議する。なお、会長は必要に応じて関係部長及び各学年委員長に出席を求めるこ

とができる。 

４ 運営委員会は、総会に次ぐ決議機関で、正副会長、正副部長、正副学年委員長、書記、会計

及び保護者会長をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

５ 部会は部長が招集し、部の運営にあたる。 

６ 学年委員会は、学年委員長が招集し、学年の活動運営に関し必要事項を検討する。 

７ 推薦委員会は、推薦委員長が招集し、会議の運営にあたる。 

８ 特別委員会は、保護者、学校との情報交換をとおして生徒指導等の推進を図るため、会長、

副会長、会計、書記、各学年の委員長、副委員長、指導部長及びが学年主任、生徒指導主任等

の教員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

第７章 会 計 

第１３条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれにあてる。 

第１４条 会費は、正会員年額６，０００円（退会者には、月単位で払い戻しをする。年度途中

の入会者には、その時点より月割とする。）とし、５月・１０月に納入する。賛助会員は、年額

１，０００円とし、各支部より納入する。 

第１５条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第８章 その他 

第１６条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は運営委員会に諮り、別に定めるものとす

る。 

付 則 

この会則は、平成１４年４月１日から適用する。 

平成１６年５月８日 一部改正 

平成１８年４月１５日 一部改正 

平成２１年４月１８日 一部改正 


